
○米原市新幹線通勤補助金交付要綱 

令和４年３月23日 

告示第77号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、滋賀県唯一の新幹線停車駅であり、滋賀県北部地域の玄関口である米原

駅を活用することにより、都市部に通勤する者の本市への移住定住を促進し、本市を含む滋

賀県北部地域の活性化を図るため、本市に移住し、新幹線を利用して通勤する者に対して、

予算の範囲内で米原市新幹線通勤補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、

米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

(補助対象者) 

第２条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

(１) 補助金の交付を初めて申請する日（以下「初回申請日」という。）前１年以内に本市

に転入し、または転入しようとする者で、本市に転入した日(以下「転入日」という。)の

前日から起算して過去１年間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の

住民基本台帳に記録されていないこと。 

(２) 補助金の交付を受けようとする者もしくは同居するその配偶者のいずれかの年齢が初

回申請日において40歳未満である、または同日において同一世帯に中学生以下の子がいる

こと。 

(３) 第４条に規定する交付対象期間の初日から起算して、本市に継続して５年以上居住す

る意思を有すると認められること。 

(４) 新幹線定期券または新幹線乗車券（以下「新幹線定期券等」という。）を購入（鉄道

事業者が提供するＥＸサービス（新幹線の乗車券および特急券が一体となったサービスの

ことをいう。）による購入を含む。）し、米原駅発着の新幹線を利用して通勤している、

または通勤する予定であること。 

(５) 市税等の滞納がないこと。 

(６) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第２条第２号に規定する暴力団員

(以下「暴力団員」という。)または同条第１号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接

な関係を有する者でないこと。 

(補助対象経費および補助金の額) 



第３条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表に

掲げるとおりとする。 

(交付対象期間) 

第４条 補助金の交付を受けることができる期間(以下「交付対象期間」という。)は、連続す

る36月を限度とする。 

２ 前項の交付対象期間の始期は、転入日以後とし、初回申請日が属する月の前後３月以内（初

回申請日の属する年度内に限る。）とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、交付対象期間において、市長がやむを得ないと認める事情に

より通勤を行わない期間がある場合は、その期間に応じて、交付対象期間を延長することが

できる。ただし、１月に満たない日数はこれを切り捨てるものとする。 

(交付申請) 

第５条 補助金を申請しようとする者は、新幹線通勤補助金交付申請書(様式第１号)に次に掲

げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(１) 申請者の世帯全員が記載されている本市の住民票の写し。ただし、交付申請時に本市

に住民登録されていない場合は、本市に住民登録後速やかに提出すること。 

(２) 第２条第１号に規定する記録の前１年以内に本市の住民基本台帳に記録されていない

ことを証明する書類(前住所地の住民票除票、住所の履歴が記載されたマイナンバーカード

の写し、戸籍の附票等)(初年度の申請時に限る。) 

(３) 定住誓約書(様式第２号)(初年度の申請時に限る。) 

(４) 雇用状況および通勤手当等証明書(様式第３号) 

(５) 駐車場利用契約書の写し等、駐車場の利用状況がわかる書類(駐車場利用補助の該当者

に限る。) 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請に係る手続は、交付対象期間における会計年度ごとに行うものとし、交付を受

けようとする期間の始期の前後３月以内（申請日の属する年度内に限る。）に行うものとす

る。 

(軽微な変更) 

第６条 規則第12条第１項に規定する市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の３割以内の

増減とする。 

(実績報告) 

第７条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、毎年度末までに新幹



線通勤補助金実績報告書(様式第４号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければな

らない。 

(１) 申請年度に係る全ての新幹線定期券等の写し、鉄道事業者が発行する領収書兼利用明

細書の写し、または新幹線の利用日、発着駅および利用料金がわかる書類の写し 

(２) 新幹線利用実績一覧表（様式第５号）（特急料金補助の該当者に限る。） 

(３) 勤務状況等証明書（様式第６号）（特急料金補助の該当者に限る。） 

(４) 駐車場利用料金の支払がわかる書類（駐車場利用補助の該当者に限る。） 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類(補助金の返還等) 

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付

決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部または一部の返還を命ずるこ

とができる。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

(１) 補助金の交付対象期間の初日から起算して５年以内に市外に転出したとき。 

(２) 交付対象期間中に新幹線定期券等の払戻しを受けたとき。 

(３) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定または交付を受けたとき。 

(４) 規則もしくはこの要綱の規定に違反したとき、または市長の指示に従わないとき。 

(その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

付 則 

(施行期日) 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

(評価および見直し) 

２ この告示は、施行後３年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評

価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。 

付 則(令和５年４月１日告示第37号) 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則(令和６年４月１日告示第77号) 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則(令和７年３月31日告示第82号) 

(施行期日) 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

(経過措置) 



２ 改正前の米原市新幹線通勤者定期券等補助金交付要綱の補助金の交付を受けていた者につ

いては、改正後の米原市新幹線通勤補助金交付要綱の補助金の交付を受けていたものとみな

す。 

３ 改正前の米原市新幹線通勤者定期券等補助金交付要綱の補助金の交付を受けていた者が補

助金の交付の申請を行う場合においては、改正後の米原市新幹線通勤補助金交付要綱第４条

第1項中「36月」とあるものは、「24月」と読み替えるものとする。 

 



別表(第３条関係) 

(１) 新幹線通勤補助 

区分 補助対象経費 米原駅からの通勤利用駅 補助金の額 

定期券購

入補助 

米原駅からの通

勤利用駅の欄に

掲げる新幹線駅

までの区間の新

幹線定期券の購

入に要する費用 

京都駅 16,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 

新大阪駅 23,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 

岐阜羽島駅 15,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 

名古屋駅 16,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 

上記以外の新幹線駅 23,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 

特急料金

補助 

米原駅からの通

勤利用駅の欄に

掲げる新幹線駅

までの区間の新

幹線通勤に係る

特急料金。ただ

し、運賃と特急料

金を分けること

ができない乗車

の場合は、乗車に

要した費用から

当該区間の片道

普通旅客運賃相

当額を除いたも

のを特急料金と

みなす。 

京都駅 400円（特急料金が800円未満の場合は、特急料金に２分の１を

乗じて得た額）に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。た

だし、１月の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日

数に２を乗じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 

新大阪駅 575円（特急料金が1,150円未満の場合は、特急料金に２分の１

を乗じて得た額）に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。

ただし、１月の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務

日数に２を乗じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 

岐阜羽島駅 375円に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、１月

の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に２を乗

じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 

名古屋駅 400円に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、１月

の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に２を乗

じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 

上記以外の新幹線駅 

 

575円に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、１月

の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に２を乗

じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 

備考 

 １ 勤務先から特急料金分の通勤手当（在来線通勤に要する費用を超えて支払われるものをいう。）が支給されてい

る場合は、当該通勤手当の額に２分の１を乗じて得た額を補助金の額から減ずる。 

 ２ 特急料金補助において、申請した新幹線の利用区間と異なる利用をした場合は、補助対象としない。 

 ３ 特急料金補助において、募集型企画旅行商品等により新幹線乗車以外の費用が含まれる利用をした場合は、補助

対象としない。 

 

 

 

 



(２) 駐車場利用補助 

補助対象経費 補助金の額 

(１)新幹線通勤補助の該当者で、醒ケ井駅、近江長岡駅、柏原駅または坂田

駅（以下「沿線４駅」という。）のいずれかを利用している場合において、

沿線４駅を利用するために支払う駐車場の利用料金 

駐車場の利用料金に係る実費相当額とし、月

額2,000円を上限とする。 



様式第１号（第５条関係） 

      年  月  日 

 

米 原 市 長  様 

  申請者 住 所            

  氏 名             

連絡先            

 

米原市新幹線通勤補助金交付申請書 

 

米原市新幹線通勤補助金交付要綱（以下「要綱」という。）の趣旨を理解し遵守するとともに、要綱

第５条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

なお、補助金の交付を受けるに当たり、米原市長が住民基本台帳および市税の納付状況の調査を行

うことに同意します。 

 

新幹線 

通勤補助 

新幹線の利用区間    米原駅    ～          駅 

交付申請期間 年    月 ～     年    月   

補助の種類 

（いずれかに○） 
定期券購入補助 特急料金補助 

補助対象額(A) 

円    

（算定式） 

円（区間ごとに定められた基準額）×   （月・回） 

勤務先からの特急料

金支給額に２分の１

を乗じて得た額(B)  

      円    

（算定式） 

                円(特急料金支給額)×1/2  

交付申請額(C) 

(A)-(B) 
        円 ※1,000円未満切り捨て

駐車場 

利用補助 
交付申請額(D)  

        円 ※1,000円未満切り捨て 

（算定式） 

  円（駐車場契約料金（月額）※上限：2,000円）×  月 

補助金交付申請額(C)＋(D)                     円 

 

【添付書類】 

(１) 申請者の世帯全員が記載されている本市の住民票の写し。ただし、交付申請時に本市に住民登録されていない

場合は、本市に住民登録後速やかに提出すること。 

(２) 初回申請日の前１年以内に本市に転入し、本市に転入した日の前日から起算して前１年以内に本市の住民基本

台帳に記録がなされていないことを証明する書類（前住所地の住民票除票、住所の履歴が記載されたマイナンバー

カードの写し、戸籍の附票等）（初年度の申請時に限る。） 

(３) 定住誓約書（様式第２号）（初年度の申請時に限る。） 

(４) 雇用状況および通勤手当等証明書（様式第３号） 

(５) 駐車場利用契約書の写し等、駐車場の利用状況がわかる書類（駐車場利用補助の該当者に限る。） 

(６) その他市長が必要と認める書類 

 

統計調査用項目 申請者の住居の区分（いずれかに○） 持家   ・   賃貸 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

 

定 住 誓 約 書 

 

 

 私は、米原市新幹線通勤補助金の交付を申請するに当たり、米原市に５年以上定住し、正当

な理由がなく、補助金の交付対象期間の初日から起算して５年を経過する日前に転出したとき

には、交付された補助金を返還することを誓約します。 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

米 原 市 長  様 

 

 

 

申請者 住 所 

 

                  氏 名             

 



様式第３号（第５条関係） 

 

雇用状況および通勤手当等証明書 

 

１ 雇用状況について 

被雇用者 

氏  名 
 

雇用年月日    年   月   日 

雇用形態 常勤かつ期間の定めのない雇用 

勤務先 

（通常勤務する場所） 

所 在 地 

電 話 番 号 

新幹線最寄駅 

      駅 

事業所名 

 

２ 通勤手当等について  

 (１) 被雇用者に支給する通勤手当は、以下のとおりである。（該当するものに☑を記入してください。） 

□ア 通勤手当を支給していない。 

□イ 通勤手当を支給しているが、在来線での通勤に要する費用のみ支給している。 

□ウ 通勤手当を支給しており、特急料金（在来線通勤に要する費用を超えて支払われるもの 

をいう。）も当該手当に含まれている。 

 

(２) 通勤手当の詳細は、以下のとおりである。（(１)でウを選択した場合のみ記入してください。） 

区間 
(新幹線区間のみ) 

米原駅 ～          駅 

支給額 
(特急料金分) 

□１月当たり 

□１回当たり 
円   

 

 (３) (１)および(２)の内容は、被雇用者が米原市に転入した場合の見込である。（ □ ） 

  ※証明時点で被雇用者が米原市に転入していない場合は、転入後の見込を記入の上、☑を記入してください。 

 

上記のとおりであることを証明します。 

  年  月  日 

所 在 地 

事業所名 

代表者名                 ○印  

電話番号 

（担当者名） 

 

 

この証明書は、米原市新幹線通勤補助金交付事務のために使用します。記載内容について、電話等により照

会させていただく場合があります。あらかじめ御了承ください。 

【雇用主の方へ】 



様式第４号（第６条関係） 

    年  月  日 

 

米 原 市 長  様 

  申請者 住 所            

  氏 名             

連絡先            

 

米原市新幹線通勤補助金実績報告書 

 

米原市新幹線通勤補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

新幹線 

通勤補助 

新幹線の利用区間    米原駅    ～          駅 

交付申請期間 年    月 ～     年    月   

補助の種類 

（いずれかに○） 
定期券購入補助 特急料金補助 

補助対象額(A) 

円    

（算定式） 

円（区間ごとに定められた基準額）×   月 

※ 特急料金補助の場合は、新幹線利用実績一覧表（様式第５号）に記載してください。 

勤務先からの特急料金

支給額に２分の１を乗

じて得た額(B)  

      円    

（算定式） 

                円(特急料金支給額)×1/2  

実績報告額(C) 

(A)-(B) 
        円 ※1,000円未満切り捨て

駐車場 

利用補助 
実績報告額(D)  

        円 ※1,000円未満切り捨て 

（算定式） 

  円（駐車場契約料金（月額）※上限：2,000円）× 月 

補助金実績報告額(C)＋(D)                     円 

 

【添付書類】 

 (１) 申請年度に係る全ての新幹線定期券等の写し、鉄道事業者が発行する領収書兼利用明細書の写し、

または新幹線の利用日、発着駅および利用料金がわかる書類の写し 

 (２) 新幹線利用実績一覧表（様式第５号）（特急料金補助の該当者に限る。） 

 (３) 勤務状況等証明書（様式第６号）（特急料金補助の該当者に限る。） 

 (４) 駐車場利用料金の支払がわかる書類（駐車場利用補助の該当者に限る。） 

 (５) その他市長が必要と認める書類 

 

統計調査用項目 申請者の住居の区分（いずれかに○） 持家   ・   賃貸 

 



様式第５号（第７条関係） 

新幹線利用実績一覧表 

（      年度） 

勤務月 勤務日数 補助金額計算式 補助金額の小計 

４月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

５月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

６月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

７月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

８月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

９月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

10月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

11月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

12月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

１月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

２月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

３月 日 

（利用回数）    回×    円＝     円（①） 

※特急料金が基準額未満の場合 

（利用回数）    回×    円＝     円（②） 

円 

（①）＋（②） 

合計 円 

注１ 新幹線利用回数は、新幹線を往復利用した場合は２回、片道のみ利用した場合には１回としてくださ

い。 

注２ １月当たりの利用回数は、「40回」または「勤務先が証明した勤務日数に２を乗じて得た数」のいず

れか少ない方が上限となります。 

注３ 京都駅または新大阪駅を利用する方で、特急料金が基準額未満の場合（京都駅まで 800 円未満、新大阪

駅まで 1,150 円未満の場合）は、「※特急料金が基準額未満の場合」欄に記入してください。 



様式第６号（第７条関係） 

勤務状況等証明書 

１ 雇用者について 

被雇用者 氏  名 
 

勤務先 

（通常勤務する場所） 

所 在 地 

電 話 番 号 

新幹線最寄駅 

駅 

事業所名 

 

２ 勤務状況および通勤手当の支払状況について（      年度） 

 (１) 被雇用者の勤務状況は、以下のとおりである。（以下の表の空欄に記入してください。）  

勤務月 勤務日数 勤務月 勤務日数 勤務月 勤務日数 勤務月 勤務日数 

４月 日 ７月 日 10 月 日 １月 日 

５月 日 ８月 日 11 月 日 ２月 日 

６月 日 ９月 日 12 月 日 ３月 日 

      合計 日 

 (２) 通勤手当の支給は、以下のとおりである。（該当する内容に☑を記入してください。） 

  □ア 通勤手当は支給しなかった。 

  □イ 通勤手当を支給したが、在来線での通勤に要する費用のみ支給した。 

□ウ 特急料金を含んだ通勤手当を支給した。（以下の表の空欄に特急料金分
．．．．．

を記入してください。） 

勤務月 通勤手当支給額

(特急料金分
．．．．．

) 

勤務月 通勤手当支給額 

(特急料金分
．．．．．

) 

勤務月 通勤手当支給額 

(特急料金分
．．．．．

) 

４月 円 ８月 円 12 月 円 

５月 円 ９月 円 １月 円 

６月 円 10 月 円 ２月 円 

７月 円 11 月 円 ３月 円 

    合計 円 

    ※３月分の支給が４月以降になる場合は、支給見込額を記入してください。 

    ※アまたはイを選択された場合は、記入は不要です。 

 

上記のとおりであることを証明します。 

  年  月  日 

所 在 地 

事業所名 

代表者名              ○印  

電話番号 

（担当者名） 

 

この証明書は、米原市新幹線通勤補助金交付事務のために使用します。記載内容について、電話等に

より照会させていただく場合があります。あらかじめ御了承ください。 

【雇用主の方へ】 


